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東京法務局における登記相談の取扱いについて（お知らせ） 

 

このたび標記のことにつきまして，東京法務局民事行政部不動産登記部門より，別添のとおり

の依頼がありました。 

東京法務局各支局・出張所における登記相談の取扱いについては，これまでも繰り返し，本会

ホームページをもってお知らせしてきたところでありますが，東京法務局の登記相談の利用に当

たっては，所定の登記相談票による書面照会が原則となり，また，登記相談票には，土地家屋調

査士としての見解や根拠条文等を明記するほか，関係（根拠）資料等がある場合にはその資料の

添付が必須となります。 

つきましては，会員各位におかれては，別添の内容にご留意いただき，登記相談に臨まれます

よう，お知らせ致します。 

 

 

【 所 定 様 式 】 

 

登 記 相 談 票 

 

http://www.tokyo-chousashi.or.jp/members/2016/2016ii0000048.docx


東京土地家屋調査士会 御中

機綴性2 完全性2 可用性1

事 務 連 絡

平成2 9年6月6日

東京法務局民事行政部不動産登記部門

登記相談票の提出について（依頼）

平素から， 不動産登記行政について， 格別の御理解左御協力を賜りまして， 感

訪れ、たしまT。

さて， 当局管内登記所における貴会会員からの登記相談につきましては， 相談

者の見解を示した相談票及び関係資料を管轄登記所へ提出していただ、くよう， 従

前からお願いしているどころであり， 相談票の提出方法及び様式については， 平

1成2 8年3月3 0日付け2調2第1 6号当局民事行政部長から貴会会長宛て依頼

しているところです。

しかしながら， とれに御協力いただけない会員の方がいることから， 登記所に

おける事務処理に支障を来しております。

つきましては， 当局における相談対応は， 上記の取扱いを徹底することとし，

原則，書面照会に限ることとしますので， これに御協力いただきたいこ左，及び，

これに御協力いただけない相談については応じかねる場合があることについて，

会員の皆様に周知していただきますようお願いいたします。

【 別 添 】



東京土地家屋調査士会会長 殿

機密性2 完全性1 可用性1

2調2第1 6号

平成2 8年3月3 0日

東京法務局民事行政部長

東京法務局への登記相談票の提II＼方法について（依頼）

平素， 登記行政につきまして格別の御埋解と御協力を賜り， 深く感謝申し上げま

す。

さて， 従前から， 貴会会員の皆綴方からの登記相談については， 相談票， 関係資

料及び資格者代理人としての見解等を示していただいた上で， 窓口相談で対応させ

ていただく旨， お願いしているところですが， 窓口相談件数の増加により， 相談者

に長時間お待ちいただく状況が続いております。

つきましては， この状況を解消するため， 資格者代理人で、ある貴会会員の皆様方

からの登記相談は， 原則として 別紙に基づき別添登記相談票に資格者代理人とし

ての見解等をお示しいただき， 関係資料等を添付いただいた上での書面照会に限る

こととさせていただきますので，格jl埋解と御協力を賜りますようお願いいたします。

なお， 貴会会員の皆様方に対しまして， この旨周知いただきますよう， 併せてお

願いいたします。



機密性2 完全性l 可用性1

東京法務局への報記相談票の提II＼方法について

1 提出先

別添の登記相談票を申請予定の管轄登記所に提出してください（郵送可）。

なお， 管轄以外の登記相談には応じられませんので， 御f承願います。

2 提出内容

別紙

登記相談票には， 必ず資格者代駅人（木人）としての見解をお示しいただくと

ともに， 関係（根拠）資料を添付してください。

なお， 見解及び関係（似拠）資料をお示しいただけない接記相談には応じられ

ませんので， 御了承願います。

3 回答方法

登記所の担当者から資格者代理人（本人）に対し， 電話により回答します。

なお， 文書による回答はいたしかねますので， 御了承願います。

4 回答期｜恨

登記相談票を受領した日の翌日から開庁日3日以内に｜ロ｜答するように努めます

が， 検討に時間を要する事案や期限までに回答できない事案については， その旨

連絡します。

5 相談内容の提供

登記相談票及び関係（根拠）資料に記載された個人情報は， 登記相談のために

のみ利用し， それ以外の目的のために利用することはありません。 ただし， 相談

内谷’については， 個人情報に配慮した上で， 資格者代理人凶休に情報提供する場

合がありますので， あらかじめ笹II f承願います。

6 その他

( 1）当局では， 管轄内の支局・出張所における電話による強記相談を集約し，

括して対応する登記電話相談室を開設しておりますが， 同電話相談室は， 資格

者代埋人以外の方からの一般的な登記相談を対象としております。 また， 本局

における電話による登記相談についても， 同様に資格者代理人以外の方からの

一般的な接記相談を対象としておりますので， 引き続き御理解と御協力をお願

いします。

(2）特に複雑な案件などで説明が必裂な登記相談については， 登記相談票にその

旨を記載の上， 提出いただき 別途， 担当の登記官等と事前に面談の時間を調

整願います。

なお， 登記所似ljから， 相談内容について説明をお願いする場介がありますの

で， 御了承願います。
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平成 年 片 旬頃

相談内容

※不足する場合は適宜の継続用紙を使用

相談内容に対する資格者代理人（本人）の見解

※必ず ，＼t.! i k�臨iい 士す。

※不足する場合は適宜の継続用紙を使用

線拠条文及び関係（根拠）資料の表示
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